
直接法 間接法

発泡液法
漏えい検知機を
用いた方式

蛍光剤法

ピンポイントの漏えい検知に適
している。漏えい可能性のある
箇所に発泡液を塗布し、吹き
出すフロンを検知。

配管内に蛍光剤を注入し、漏えい箇所
から漏れ出た蛍光剤を紫外線等のラン
プを用いて漏えい箇所を特定。
※蛍光剤の成分によっては機器に不具合を生ずるお
それがあることから、機器メーカーの了承を得た上で
実施することが必要

電子式の検知機を用いて、配管
等から漏れるフロンを検知する方法。
検知機の精度によるが、他の２方
法に比べて微量の漏えいでも検知
が可能。

出典：フルオロカーボン
漏えい点検・修理ガイド
ライン（日本冷凍空調
設備工業連合会）

下記チェックシートなどを用いて、稼働中の機器の運転値が日常値と
ずれていないか確認し、漏れの有無を診断。

定期点検
○ 第一種特定製品のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が 以上の

機器について、１年に１回以上（ 未満の空調機器は３年に１回以上）の
定期点検を義務づけています（十分な知見を有する者が実施。）。

点検の種類 対象となる機器の種類 点検頻度 実施者
簡易点検 すべての機器 3か月に1回以上 具体的な限定なし

定期点検
冷凍冷蔵機器 定格出力7.5kW以上

1年に1回以上 十分な知見を有する者が
自ら行うか、立ち会うことが必要空調機器 定格出力50kW以上

定格出力7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上

点検対象

点検項目

注：上図は室内機と室外機に分かれた機器を例として掲載したものであり、機器の構造によって点検箇所が異なる。

簡易点検
○ 全ての第一種特定製品（業務用の冷凍空調機器）について、３か月に一回以上
の簡易点検を義務づけています。（実施者の具体的な限定なし。）

○ ただし、フロン類を回収済みの機器については、簡易点検を行う必要はありません。

熱交換器及び目視検査で確認可
能な配管部分等の異音・異常振動、
製品外観の損傷、腐食、錆び、
油にじみなど

室外機

庫内の温度

熱交換器の霜付き
の有無

室外機の油にじみ 室外機の腐食

損傷・異音・異常振動の有無の確認

点検の種類 対象となる機器の種類 点検頻度 実施者
簡易点検 すべての機器 3か月に1回以上 具体的な限定なし

定期点検
冷凍冷蔵機器 定格出力7.5kW以上

1年に1回以上 十分な知見を有する者が
自ら行うか、立ち会うことが必要空調機器

定格出力50kW以上
定格出力7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上

点検対象
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【本編】フロンを取り巻く動向と改正フロン排出抑制法の概要（機器ユーザー向け）




